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地方独立行政法人青森県産業技術センターソーシャルメディアポリシー 

 

令和６年４月１日制定 

令和８年３月 30日改訂  

 

 地方独立行政法人青森県産業技術センター（以下、「青森産技」という。）は、管理する

ソーシャルメディアアカウント（以下、「公式アカウント」という。）の利用及び情報発信

の方針を以下のとおり定めます。 

 

１ 基本方針 

公式アカウントは、青森産技の活動や成果等に関する情報の提供に活用します。公式

アカウントへの投稿に当たっては、法令や青森産技が定めた指針等を遵守します。 

 

２ アカウント情報 

公式アカウントとその運営者は、別表に示すとおりです。 

 

３ 運用方針 

 (1) 投稿時間 

原則として、業務時間である平日の午前８時 30分から午後５時までの間に、不定期

に投稿します。 

 

(2) 返信・コメント等 

公式アカウントは、情報発信のみ行います。利用者からのコメントやダイレクトメ

ッセージ等に対する返信等の対応は、原則として行いません。投稿内容についての御

質問等は、別表または青森産技のホームページに示すお問い合わせフォーム（URL 

https://www.aomori-itc.or.jp/contact）からお願いします。 

また、以下の各項に該当するコメント等について、利用者の承諾を得ずに非公開ま

たは削除する場合があります。 

 

ア 法令等に違反するもの、またはそのおそれのあるもの 

イ 公序良俗に反するもの、またはそのおそれのあるもの 

ウ 人種・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの、もしくはそのおそれの

あるもの 

エ 青森産技または第三者を誹謗、中傷するもの、もしくはそのプライバシーを侵害

するもの 

オ 青森産技または第三者の保有する知的財産権を侵害するもの、もしくはそのおそ

れのあるもの 

カ 政治または宗教の活動を目的とするもの 

キ 商品、会社の宣伝などの営利を目的とするもの 
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ク 虚偽や事実と異なるもの 

ケ 運営者の発信する情報に関係ないもの、または、一部もしくは全部を改変するも

の 

コ その他、運営者が不適切と判断したもの 

 

 (3) フォロー 

公式アカウントからのフォローは原則行いませんが、国、地方自治体、公益的な団

体等へのフォローを行う場合があります。 

 

４ 免責事項 

(1) 公式アカウントにおける情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者

が公式アカウントの情報を用いて行う一切の行為については、青森産技はいかなる責

任も負いません。 

(2) 公式アカウントの内容について、予告なく変更、非公開もしくは削除することがあ

ります。 

(3) 公式アカウントは、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し、または運用の中

止をする場合があります。 

 


